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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　タイ王国政府は、経済自立促進、経済基盤強化及び産業発展と民生の向上の両立をめざし、1991

年10月から始まった第７次経済社会開発５か年計画の中で、タイにおける知的所有権体制の強化

に力を注いでいます。

　　その一環としてタイ国政府は、審査処理能力の強化、工業所有権情報の公衆への普及に資す

るために、商務省知的財産局の傘下に「工業所有権情報センター」を設立することを計画し、我

が国にプロジェクト方式技術協力を要請しました。

　この要請を受けて我が国政府は、国際協力事業団を通じて1994年７月に事前調査団を派遣し、

要請の背景、計画の妥当性、協力の規模等を調査し、その後更に協力内容の詳細を詰めるための

長期調査員の派遣を経て、1995 年４月に実施協議調査団を派遣して討議議事録（Record of

Discussions: R/D）の署名を行い、本プロジェクトは同討議議事録に基づき、1995年７月１日か

ら５年間にわたり技術協力を実施中です。

　今次、プロジェクト開始後、約３年３か月を経過した現時点において、国際協力事業団は、日

本側プロジェクト専門家チーム及びタイ側関係者と協議を行い、プロジェクトのこれまでの進捗

状況の確認をしたうえで中間評価を行い、及び今後のプロジェクト運営について協議し、技術的

な指導・助言等を行うことを主な目的として、1998年10月25日から10月31日まで巡回指導調査

団を派遣しました。

　本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本調査団の派遣に関し、ご協

力頂いた日・タイ両国の関係者各位に対して深甚の謝意を表するとともに、併せて今後のご支援

をお願いする次第です。

　1998年 11月
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第１章　巡回指導調査団派遣第１章　巡回指導調査団派遣第１章　巡回指導調査団派遣第１章　巡回指導調査団派遣第１章　巡回指導調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　タイ王国においては、第７次国家経済開発計画（1991.10～96.9）において、海外からの技術移

転を促進して、国内の技術発展を図り、タイ製品の国際競争力を維持するために、「工業所有権保

護強化」が、重要施策の一つとして位置づけられている。

　タイ国は、我が国に対して、同国において工業所有権行政全般を所管している知的財産局（DIP）

内にコンピュータ化された工業所有権情報システムを持つ工業所有権情報センターを構築し、同

センターの活動を通して、DIPの出願を処理する機能の強化、工業所有権情報の公衆への普及を

目的とするプロジェクト方式技術協力を要請した。

　この要請を受け、我が国は1994年７月に事前調査団、95年１月～２月に長期調査員を派遣して、

タイ側の要請内容の把握、プロジェクト実施体制の整備状況調査などを行い、さらに、同年４月

には、実施協議調査団が派遣され、R/Dの署名・交換が行われ、５年間にわたる本プロジェクトが

開始された。96年６月に計画打合せ調査団を派遣して、長期専門家の増員に関するR/Dの変更を

含め、暫定実施計画、技術協力計画の見直しを行った。さらに、97年10月に巡回指導調査団を派

遣して、97年度活動に対する要望聴取を行った上で、プロジェクト運営についてタイ側と協議、年

次活動計画（Annual Work Plan: AWP）の策定を行った。

　1998年８月には運営指導チームを派遣し、中間レビューを実施するにあたり、専門家チームと

の間でプロジェクトの協力範囲と内容、技術移転項目、現時点でのプロジェクトの技術移転の達

成度について協議することにより、日本側の認識を統一し、活動実績及び投入計画などをより具

体的な活動計画（PO）などの計画管理表としてまとめている。

　今回の巡回指導調査団は、合同調整委員会にて、運営指導チームにて作成した計画管理表を、日・

タイ国の共通の認識として承認し、プロジェクトの現在までの成果の確認、現状の課題・要望を

聴取し、中間レビューを行った。さらに、今後の活動に対する要望聴取を行った上で、プロジェ

クト運営についてタイ側と協議、年次活動計画の策定、M/Dの署名・交換を行うことを主な目的

とした。

　また、プロジェクトサイトの実地調査、技術的な指導・助言等をとおして、今後のプロジェク

ト実施のうえでの問題点について調査及び協議を行った。
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１－４　主要面談者

＜タイ側＞

(1) 商務省知的財産局（DIP）

　Mr. Piphat Intarasupht Director General

　Mr. Santi Rattanasuwan Deputy Director General

　Ms. Phinich Mathurapote Deputy Director General

　Mr. Chookiat Krisanaphan Deputy Director General

　Mr. Weerawit Weeraworawit Assistant Director General

　Mr. Banyong Limprayoonwong Assistant Director General

　Mr. Narin Phasuntharatham Director of Service & Information Division

　Mr. Pichet Pentrakul Director of Information Center of Intellectual Property

　Mr. Boonarith Suwannapool Director of Registration & Document Division

　Mr. Somsak Panichayakul Director of Second Examination Division

　Ms. Pajchima Tanasanti Director of Office of the Secretary

　Mr. Pisanu Saksit Director of Technical & Planning Division

　Mr. Surat Tasanawijitwongs Director of First Examination Division

　Mr. Pilun Bhanich Supapol Deputy Director of Technical & Planning

(2) 技術経済開発局（DTEC）

　Mr. Banchong Amornchewin Chief of Japan Sub-division

External Cooperation Divisionl

　Ms. Hataichanok Siriwat Program Officer of Japan Sub-division

External Cooperation Divisionl

(3) 科学技術環境省（MOSTE）

　Ms. Mayuree Pongpudpunth Director of Scientific and Technological

Information Division

　Ms. Waraporn Worasaweat Head of Patent and Standard Information

Sub-division Scientific and Technological Information

(4) 商務省（MOC）

　Mr. Mongkol Somkhane Director of Chantaburi Narunat Institute

Ministry of Commerce
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＜日本側＞

(1) 日本大使館

　東條　吉朗 一等書記官

(2) JICAタイ事務所

　岩口　健二 所長

　鷲見　佳高 次長

　中本　明男 所員

(3) タイ工業所有権情報センタープロジェクト

　岩崎　嘉章 長期専門家　チーフアドバイザー

　三浦　義章 長期専門家　業務調整

　草野　正二 長期専門家　工業所有権情報

　奥野　英幸 長期専門家　コンピュータシステム

　平塚　敬一 長期専門家　研修・広報普及
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  調 査 項 目　　　　現　状　及　び　問　題　点　　　　　対　処　方　針　　　　　 協　議　結　果
1. 暫定実施計
画（TSI）
(1) 日本側
①専門家派遣
(a) 長期専門家

【1996年度実績】
①チーフアドバイザー
　橋本虎之助　　1995.7.1～ 97.6.30
②業務調整
　丸山智恵子　　1995.8.7～ 98.6.30
③工業所有権情報
　草野　正二　　1995.12.2～ 98.12.1
④コンピュータシステム
　奥野　英幸　　1996.2.17～ 99.6.30
⑤研修・広報普及計画
　和田　秀男　　1996.9.9～ 98.6.30
【1997年度実績】
①チーフアドバイザー
　橋本虎之助　　1995.7.1～ 97.6.30
　岩崎　嘉章　　1997.6.20～ 99.6.19
　　　　　　　　（交代）
②業務調整
　丸山智恵子　　1995.8.7～ 98.6.30
③工業所有権情報
　草野　正二　　1995.12.2～ 98.12.1
④コンピュータシステム
　奥野　英幸　　1996.2.17～ 99.6.30
⑤研修・広報普及計画
　和田　秀男　　1996.9.9～ 98.6.30
【1998年度計画】
①チーフアドバイザー
　岩崎　嘉章　　1997.6.20～ 99.6.19
②業務調整
　丸山智恵子　　1995.8.7～ 98.6.30
　三浦　義章　　1998.6.30～ 00.6.30
　　　　　　　　（交代）
③工業所有権情報
　草野　正二　　1995.12.2～ 98.12.1
　諏訪　　修　　1998.11.15～ 00.6.30
　　　　　　　　（交代）
④コンピュータシステム
　奥野　英幸　　1996.2.17～ 99.6.30
⑤研修・広報普及計画
　和田　秀男　　1996.9.9～ 98.6.30
　平塚　敬一　　1998.6.16～ 00.6.30
　　　　　　　　（交代）

・各専門家、タイ側より意
見を聴取し、現状の問題
点を検討する。
・1998 年度分の現地業務
費の執行管理状況帳簿類
の整備状況、備品（携行機
材）の管理簿等の確認を
行う。

・タイ側から専門家の人
数、分野は適切であり、長
期専門家を信頼していると
の発言があった。
・現地業務費、帳簿、備品
については、業務調整員が
適切に管理しており問題は
なかった。

第２章　調査結果第２章　調査結果第２章　調査結果第２章　調査結果第２章　調査結果
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  調 査 項 目　　　　現　状　及　び　問　題　点　　　　　対　処　方　針　　　　　 協　議　結　果
(b) 短期専門家

②研修員受入れ

【1996年度実績】　　　　　計５ＭＭ
①コンピュータエンジニア
　長山　　淳　　1996.4.22～ 96.5.11
　長山　　淳　　1996.9.3～ 96.10.12
　長山　　淳　　1996.12.1～96.12.19
　長山　　淳　　1997.2.9～ 97.3.15
②工業所有権管理
　石山　　正　　1996.12.11～96.12.14
　小池　勇三　　1996.12.10～96.12.15
③審査指導（意匠）
　渡邊　知子　　1997.2.10～ 97.2.22
④審査指導（特許）
　今村玲英子　　1997.2.10～ 97.3.1
【1997年度実績】　　　　　計2.4ＭＭ
①コンピュータエンジニアリング
　山崎　　実　　1997.7.28～ 97.8.2
　山崎　　実　　1998.3.16～ 98.4.4
　佐藤　慎二　　1998.3.23～ 98.4.4
②審査実務指導
　中村　達之　　1997.12.1～97.12.14
　冨永みどり　　1998.2.16～ 98.2.28
③工業所有権普及指導
　山崎　　亨　　1998.3.23～ 98.4.4
【1998年度計画】　　　　　ＭＭ
①コンピュータエンジニアリング
　（インターネット関係技術）（済）
　山崎　　実　　1998.7.13～ 98.7.23
　小林　勇人　　1998.7.13～ 98.7.25
②コンピュータエンジニアリング
　（システム開発管理）２名
　　　　　　　　1998.10.1～98.10.31
　　　　　　　　1998.12.1～98.12.31
③コンピュータエンジニアリング
　（データベース管理技術）１名
　　　　　　　　1999.3.1～ 99.3.31
④コンピュータエンジニアリング
　（先行技術調査）１名
　　　　　　　　1999.3.1～ 99.3.31
⑤審査技術　３名程度
　（機械一般、電気、無機化学）
　　　　　　　1999.2～ 99.3頃

【1996年度実績】
①工業所有権行政（２名）
　1996.10.10～ 96.11.16
②システム開発（２名）
　1996.10.10～ 96.11.16
【1997年度実績】
①特許情報運営管理（２名）
　1997.9.2～ 97.10.19
②コンピュータシステム（２名）
　1997.9.2～ 97.10.19
・研修員は関係者に報告を行っている。
【1998年度計画】
①特許情報運営管理（１名）
　1999.1～、３週間程度
②コンピュータシステム（２名）
　1998.10～、１か月程度

・1998年度の派遣人数、期
間、時期について先方の
要望を聴取する。
・具体的業務内容とその
必要性について聴取する。

・1997 年度の研修成果の
移転方法について聴取す
る。（帰国報告会、報告書
作成などについて聴取す
る。）

・今年度供与機材であるソ
フトウェアの調達を現地調
達から本邦購送としたこ
と、また、諸般の事情によ
る調達の遅れのため、1998
年度②コンピュータエンジ
ニアリングを１名とし、か
つ②、③、④の派遣時期を
後ろ倒しとした。変更点は
以下のとおり。
②コンピュータエンジニア
リング（システム開発管
理）１名　1999年２月から
99年３月頃、１か月
③コンピュータエンジニア
リング（データベース管理
技術）１名　1999年５月か
ら99年６月、１か月
④コンピュータエンジニア
リング（先行技術調査）１
名　1999年５月から99年
６月、１か月

・タイ側から、本年度３名
は適切であり、来年度は、
審査技術短期専門家を４～
５人程度希望するとの発言
があった。
・タイ側から、研修受講者
は、帰国後、局長に報告し、
職員に対しデモも行ってお
り、局内での配置転換もな
いとの説明があった。局内
の審査官がコンピュータを
使えるようになったとの成
果もあがっているとのこ
と。・タイ側から、来年度
も３名程度の希望があっ
た。物理分野及び化学分野
の審査技術、コンピュータ
システム開発の希望があっ
た。
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  調 査 項 目　　　　現　状　及　び　問　題　点　　　　　対　処　方　針　　　　　 協　議　結　果
【1996年度実績】　　　5,100万円
①サーバーマシン用アプリケーション
　パッケージ　　　　　　　　　１式
②特許検索用機材　　　　　　２３式
③ネットワーク構成用機材　　　１式
④機材設計試料改良費
【1997年度実績】　　　9,900万円
①インターネット支援用サーバー３式
②CD-ROMジュークボックス（PAJ用）
　　　　　　　　　　　　　　　１式
③特許検索用端末　　　　　　　９式
④LAN構成品　　　　　　　　 １式
⑤インターネットシステム　　　１式
⑥検索機能強化　　　　　　　　１式
⑦蓄積機能強化　　　　　　　　１式
⑧ IPライブラリー　　　　　　 １式
【1998年度計画】　　　3,000万円
①データエントリー機能強化
　パッケージ　　　　　　　　　１式
②CD-ROMジュークボックス（欧州用）
　　　　　　　　　　　　　　　４式
【1999年度計画】
・タイ側がインターネット強化パッケー
ジ（インターネットの利用性向上）及び
スペアパーツを希望することが予想され
る。

・新庁舎への移転が、1999年１月～２月
に予定されている。・８月の運営指導に
おいては、移転によるシステムの停止を
３日間とすることを確認している。

③機材供与

(2) タイ側
①建物建設等
プロジェクト
サイトの基盤
整備

・タイ側の据え付け措置
について確認する。
・機材の維持管理経費に
ついて、タイ側に引き続
き確保するよう申し入れ
る。
・各機材について利用実
績を確認する。

・インターネット自国文
献検索の利用状況（現在、
ホームページへの接続は
比較的堅調）、利用者の
ニーズ及び要望を考慮し
てパッケージ導入の可否
及びその仕様を決めるべ
きことを伝える。

・移転予定について確認
するとともに、移転する
のであればプロジェクト
活動に支障のないように
行うよう申し入れる。
・移転費用については、タ
イ側が負担することを再
確認する。
・今後の供与機材の輸送
に影響が生じ得ることを
伝える。
・各専門家に、機材を移転
する際の注意事項の作成
と、移転の際に注意を要
する機材のリストアップ
を依頼する。
・改善すべき点があれば
申し入れる。

・適切であり特に問題はな
かった。
・来年度の予算のメンテナ
ンス費用を約 40％増額し
ており機材維持に対する努
力がうかがわれた。
・おおむね良好であった。

・ホームページには10月12
月以来２週間で1,300件の
アクセスありとの説明が
あった。
・M/D Annex Xにあるとお
り、タイ側からインター
ネットサービスの改良ソフ
トウェアと、サーバーのス
ペアパーツの要望があっ
た。インターネットサービ
スの改良ソフトウェアを希
望する理由としては、ユー
ザーからシステムの機能が
十分でないといったクレー
ムが多数寄せられたためと
の説明があった。スペア
パーツについては、破損し
やすい必要最小限のもので
あるとの説明があった。

・タイ側から、M/D Annex
X V I I I のとおりのスケ
ジュールの提出があった。
５月中には終了の見込
み。・新庁舎は建設がほぼ
終了し、LAN設備などの配
置を残すのみ。
・タイ側から、移転費用に
ついてはタイ側が負担し、
商務省全体で 2900 万バー
ツ、うち DIPの建設費に
750万バーツが割り当てら
れており、その他配線移転
費用などに230万バーツ確
保しているとの説明があっ
た。
・タイ側から、システムに
よるサービスの停止は１週
間程度であるが可能な限り
短かくするとの説明があっ
た。



－8－

  調 査 項 目　　　　現　状　及　び　問　題　点　　　　　対　処　方　針　　　　　 協　議　結　果
①機材購入
【1996、97（タイ）年度実績】
・タイ政府の方針で、機材の購入は止め
られている。
【1997、98（タイ）年度実績】
【1998、99（タイ）年度実績】
②機材維持管理
【1997、98（タイ）年度実績】
・維持管理費290万バーツ
【1998、99（タイ）年度実績】
・維持管理費400万バーツ

【1997、98（タイ）年度実績】
・スキャニングコスト…60万バーツ
・インターネットサービスプロバイダ
　　　　　　　　　　…140万バーツ
【1998、99（タイ）年度実績】
・スキャニングコスト…100万バーツ
・インターネットサービスプロバイダ
　　　　　　　　　　…140万バーツ
【1997、98（タイ）年度実績】
・1.1億バーツ
【1998、99（タイ）年度実績】
・1.25億バーツ

①組織・６月、Piphat新局長体制となる。
②C/P及びスタッフの配置
【1997、98（タイ）年度実績】
・工業所有権情報　　８名
・システム開発　　　５名
【1998、99（タイ）年度実績】
・工業所有権情報　　８名
・システム開発　　　５名
①工業所有権情報検索及び実態審査
②システム開発
③システム管理
④センター運営
⑤センターの活動

・1997、98（タイ）年度の
タイ側の機材購入計画／
実績について聴取する。
・1998、99（タイ）年度の
タイ側の機材購入計画に
ついて聴取する。

・管理台帳を用いて機材
を管理しているか確認す
る。
・供与機材の利用状況及
び管理状況について確認
する。
・機材維持管理費をタイ
側が負担するよう申し入
れる。
・引き続きローカルコス
トをタイ側が負担するよ
う申し入れる。

・1997、98（タイ）年度執
行状況を確認する。
・1998、99（タイ）年度予
算を調査し、増加の理由
を聴取する。

・新局長下の体制に変化
ないかを確認する。プロ
ジェクトに対する支援を
申し入れる。

・計画どおり配置されて
いるか確認する。

・タイ側の購入は特にな
かった。

・タイ側の購入計画は特に
なかった。

タイ側からM/D Annex
XIXの管理表を作成してお
り、機材には管理番号を付
しているとの説明があっ
た。
・利用状況及び管理状況は
おおむね良好であった。
・タイ側は、機材維持管理
費を負担することを約束し
た。
・タイ側は、ローカルコス
トを負担することを約束し
た。
・詳細は別添１参照。

・ほぼ執行されている。
・タイ側から、主な増加の
原因として、メンテナンス
費用、審査補助の臨時職員
の雇用（特許分野10人）の
ためとの説明があった。
・新局長及び新副局長は、
知的財産権制度を理解して
おり全く問題ない。プロ
ジェクトに対しても理解を
示しており、その成果を期
待している。
・特に問題はなかった。

②機材据置／
維持管理状況

③ローカルコ
スト負担

④DIP全体予算

⑤組織、C/P、
スタッフの配
置

2. 技術協力計
画（TCP）
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  調 査 項 目　　　　現　状　及　び　問　題　点　　　　　対　処　方　針　　　　　 協　議　結　果
【1996年度実績】
1-1 スタンドアローンCD-ROMを用い
た外国特許文献の検索システムの導入
1-2 その他のアプリケーションパッケー
ジ
2-1 工業所有権情報システムの詳細設計
2-2 自国文献のイメージ入力システム
2-4 自国特許文献のネットワークによる
検索システム（DIP内LAN）
2-5 MOSTEへのサービス延長
3-1 自国特許文献蓄積システムの据付
け・調整
3-2 自国特許入力システムの据付け・調
整
3-3 自国特許文献データ管理
3-4 ハードウェアの管理レポート（ソフ
ト・提案のみ）
3-5 トラブル対策（研修済み）
4-1 センターの組織化
4-2 センター運営上の規則作成
5-1 公衆に対する情報システムのための
端末操作の講習
【1997年度実績】
①自国特許文献ネットワークの検索技術
②日本特許情報のデータ管理
③ネットワークにおけるトラブル対策
④端末使用者のトラブルのアナウンス
（システム上トラブル箇所連絡）
⑤端末操作の規則作成
⑥公衆に対する情報システムのための端
末操作の講習
【1998年度計画】
①インターネットによる自国文献情報提
供
②PAJネットワークの検索技術
・８月の運営指導にて、協力期間の枠組
みを専門家チームとの間で作成している
（別添２）。
・活動項目を細分化し、担当C/Pとスケ
ジュールを一つの表にまとめた。
・８月の運営指導にて、1998年度の枠組
みを専門家チームとの間で作成している
（別添３、４）。

・1.2. の協議結果を踏ま
え、日本側案をタイ側提
示し、協議する。

・1.2. の協議結果を踏ま
え、日本側案をタイ側に
提示し、協議する。

(1) 詳細

3 . 活動計画
（PO）

4. 年次活動計
画（APO）

・概要について説明し、先
方の理解を得た。・別添２
参照。

・概要について説明し、先
方の理解を得た。・別添３、
４参照。
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  調 査 項 目　　　　現　状　及　び　問　題　点　　　　　対　処　方　針　　　　　 協　議　結　果
5.PDM

6.中間レビュー

7. ローカルコ
スト支援につ
いて

・1997年度巡回調査にて、PDMを作成し
ている。
・８月の運営指導にて、専門家チームと
の間で、昨年度作成の PDMのプロジェ
クト概要のみを修正し、タイ側に提示し
た。PDM案のプロジェクト概要は、R/D
のマスタープランを具体化して作成した
こと、マスタープランの変更は行わない
ことをタイ側と確認した。

・８月の運営指導にて、技術移転達成度
評価表を専門家チームとの間で作成し
た。活動項目を細分化し、担当C/P、現
在の達成度、目標とする達成度及び達成
時に得られる成果品（PDMの指標となる
もの）を一つの表にまとめた（別添６）。
・本年度アジア緊急支援対策により、タ
イ側負担のローカルコストを援助してい
る。
工業所有権データベース構築支援経費
　　　　　　　　　　600万 5,000円
広報活動への支援経費（セミナー開催）
　　　　　　　　　　　　　100万円
・本支援により、登録済データのスキャ
ニングについては終了する見込みであ
る。

・日本側 PDM 案（プロ
ジェクト概要以外の部分
についても修正したもの）
（別添４）をタイ側に提示
し、協議する。マスタープ
ランのプロジェクト目標
は２つ（DIPの審査能力
の向上、タイ公衆の工業
所有権情報に対するアク
セスの改善）であるが
PDMでは一つ（工業所有
権情報利用に係る能力の
向上）にまとめた。必要な
らば、M/D本文に注釈を
入れることを提案する。
・日本側案をタイ側に提
示し、協議する。

・日本側としては、最大限
のローカルコスト援助を
行ったことを説明する。
残りのローカルコストに
ついては、先方が確実に
負担するよう申し入れる。

・概要について説明し、先
方の理解を得た。
・プロジェクト目標につい
ては特に先方は異存なかっ
た。
・別添５参照。

・概要について説明し、先
方の理解を得た。

・タイ側から、新庁舎移転
前には、スキャニングを終
了するとの説明があり、当
方としても確実に執行する
よう申し入れた。
・データスキャンの進捗状
況については別添７参照。
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第３章　技術協力について第３章　技術協力について第３章　技術協力について第３章　技術協力について第３章　技術協力について

　1995年にプロジェクト開始後、既に３年が経過しており、現在４年目の協力を行っている。今

回の巡回調査では今までのプロジェクト進捗、今後の計画確認、タイ側からの要望聴取、プロジェ

クトの中間評価、さらにDIPの新庁舎移転に関する情報収集を行った。

　調査の結果、機材導入（ソフトウェア等を含む）の遅れなどによる短期専門家の派遣時期の変

更があったが、おおむね順調にプロジェクト計画が進んでいることが確認できた。

　各項目の調査結果について以下に示す。

(1) インターネットによる情報公開について

　インターネットによる情報検サービスは、機器導入などの遅れもあったが、今年度９月から

開始された。利用状況も稼働時間8:30～16:30の間の限定された時間帯での利用であるが、約

２週間で約1300回ものアクセスが行われている。

　しかし、一方で現在、以下のような問題もある。

１）電源の問題

　現行の建物が供給できる電力が安定していない。しかしながら新庁舎移転後、解決され

る。

２）ユーザーインターフェースの問題

　今年度９月にDIP主催のセミナーを行った。この中で現在サービスの行われているイン

ターネット検索を利用したが、利用するためのインターフェースについてのクレームが多数

出た。この点についてはDGからも改善の命令が出ていることから改善していく必要性があ

る。なぜならばタイ国の私企業は工業所有権情報を効率的に利用していないため、最終的に

は無駄となってしまう投資を数多く行っているのが現状である。工業所有権情報に効率的に

アクセスできる手段を与えることによってこれらの問題は解決されるはずであるが、現行の

インターフェースでは、効率的な情報アクセスが困難である。（タイ側から改善のための協

力要請あり）

　電源の問題については、新庁舎移転後問題解決される予定である。稼働時間も移動後、20:

00までの延長を考えている。

(2) ジュークボックスの利用状況

　システム稼働当初は数台の端末からのみの利用が可能であったが、現在では外部への情報公

開端末を含め、すべてのDIP内のPCでジュークボックス内に格納されている。情報にアクセ

ス可能である。
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(3) プロジェクト進捗の中間評価

　IPICプロジェクトの活動には大きく分けて以下の３つがあげられる。

１）システムの構築・保守・管理をカウンターパート（C/P）が実施できるように指導する。

２）システムを用いた検索技術の向上とカウンターパートから他利用者（審査官等）への検索

技術指導

３）工業所有権情報の普及広報をカウンターパート自らが実施できるように指導する。

　1)においてはおおむね順調に実施されており、特段の問題はない。2)についてはカウン

ターパートが自ら実施することができる特段には到達しているが、しかしながら他の利用者

に指導できる段階には至っていない状況である。3)についてはインターネットを利用した情

報普及が上記にも表記したとおり、いくつかの問題点もあり、また導入された時期の問題も

あり、若干スケジュールどおりに実施されていない状況である。

　しかしながら、これらは、情報公開についてタイ側もDG以下、非常に熱意をもって取り

組んでいることから、最終的には問題なくクリアされるであろう。

(4) 庁舎移転計画について

　庁舎については、内装、一般電源がほぼ完成をしている状況にある。今後、LAN設備及びコ

ンピュータシステムに必要な電源を別途特別に手当てされたローカルコスト負担で導入するこ

ととなっている。これらの工事などについても公開入札を行う必要があるので、確実な実施日

を決定はできないが、おおよそ別紙にあるスケジュールどおりに実施されるとの回答がタイ側

からあった。また日本側からも少なくともスケジュールどおりに実施されるように強く要望し

た。また併せて極力 IPICの活動が妨げられないよう要請を行った。新庁舎はタイ政府機関の

４局が入ることとなっている。

(5) タイ側からの要望について

１）インターネットの強化パッケージについて

　上記にもあったように、情報普及を行っていく際に必要不可欠となる機能改善のための支

援要請があった。（要請内容については別紙参照）

２）スペアーパーツについて

　既に数年にわたりプロジェクト供与機材は利用されており、プロジェクト終了後も支障な

く維持管理していくためにリストのとおり機材支援要求があった。
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                                                                                          第４章　コンピュータシステムについて第４章　コンピュータシステムについて第４章　コンピュータシステムについて第４章　コンピュータシステムについて第４章　コンピュータシステムについて

(1) 調査内容

１）IPICシステム

　現在までに供与が完了しているハードウェア、ソフトウェアの使用状況はおおむね良好で

あった。また、供与したハードウェアのすべてに管理番号がふられ、管理簿による機材管理

が行われていた。

　庁内での閲覧サービスもさることながら、1998年９月に開始したインターネットによる

閲覧サービスも多くのユーザが利用している。1998年10月12日から、DIPのホームページ

にカウンタを設置したところ、現在までに1300ユーザを超える訪問者があったとのことで

あった。

　また、第２期に供与した自国文献検索システムについて、当初はユーザインターフェース

に関して多くの苦情が寄せられていたが、第３期の機能強化パッケージによって改善され

た。

　しかしながら、いくつかの問題点が残っていることも報告を受けた。

　これはタイ国内で開催されたセミナーの参加者や、直接DIPに寄せられた苦情から判明

したことであるが、インターネットサービスに接続していると、まれに回線切断が発生する

とのことである。これは、現在のDIP庁舎の近くで地下鉄工事を行っており、その工事が

原因と思われる。この問題に関しては、新庁舎への引っ越しが完了すれば解消されると思わ

れる。

　このほかにユーザインターフェースの改善要望、接続速度の改善要望、サービス時間の延

長要望、電話回線のビジーが多いなど、１日に２、３件程度、ユーザからの要望、苦情が

DIPに寄せられている。

２）新庁舎への移転

　1999年３月頃からDIPの移転が始まる予定である。移転に際してIPICシステムの停止期

間はおおよそ１週間程度になるとの報告があった。

　調査期間中に新庁舎の見学を行い、５階に設置予定のコンピュータ室などを確認した。現

在、内装やLAN設備の工事が完了していないが、コンピュータ室の床はフリーアクセスに

なり、LAN環境はビルを通じて配線され、サーバと接続されるとのことであった。
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第５章　調査団所見第５章　調査団所見第５章　調査団所見第５章　調査団所見第５章　調査団所見

５－１　調査の目的

　タイ国は、我が国に対して、同国において工業所有権行政全般を所管している知的財産局（DIP）

内にコンピュータ化された工業所有権情報システムを持つ工業所有権情報センターを構築し、同

センターの活動を通して、DIPの出願を処理する機能の強化、工業所有権情報の公衆への普及を

目的とするプロジェクト方式技術協力を要請し、この要請を受け1995年７月１日から５年間にわ

たる本プロジェクトが開始されている。

　今回の巡回指導調査は、プロジェクトの協力期間が残り２年間となっている現在、これまでの

成果を確認し、現状の課題・要望を聴取して中間評価を行い、今後の活動に対する要望を聴取し

てプロジェクト運営についてタイ側と協議し、年次活動計画の策定を行うことを主な目的とした。

５－２　協議概要

(1) タイ工業所有権情報センタープロジェクト巡回指導調査

１）プロジェクト現状の把握

①専門家派遣

　タイ側から、長期・短期専門家の派遣期間及び技術分野は的確であるとの発言があっ

た。

②カウンターパート研修

　カウンターパートは帰国後も報告会開催及び報告書提出を行っており、研修成果が他の

カウンターパートに移転されている。

③機材供与

　タイ側は、供与済機材についての来年度メンテナンス費用を増額しており、機材維持に

関する努力がうかがわれる。

２）中間評価

　本プロジェクトの主たる技術移転分野は、①特許検索システムの構築、②当該システムを

用いた工業所有権情報の普及広報及び③当該システムを用いた特許審査技術の３つであり、

これらについて中間評価を行った。結果は以下のとおり。

①については、現在ほぼ目的を達成しつつある。

②については、現在のところやや不足であるが、今後セミナーなど活動やインターネットに

よる情報提供を行うことにより終了に向かうと思われる。

③当該システムを用いた特許審査技術については、現在のところ十分とは言えないが、審査

官がシステムを用いて特許審査を行いノウハウを蓄積することにより終了に向かうと思わ
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れる。

３）今後の計画

　タイ側から、来年度に関して以下のような要望があった。

①機材供与

　供与機材として、保守用スペアパーツの供与及び供与済システムの改良について要望が

あった。

②短期専門家派遣

　審査指導を、できれば４～５人程度派遣してほしいとの要望があった。

③カウンターパート研修

　カウンターパート研修を本年度と同程度の人数（３人）としたいとの要望があった。

４）新庁舎

①新庁舎関連

　タイ側から、DIPの新庁舎への移転は３月末より開始され、５月にすべての移転が完了

する予定との説明があった。

　新庁舎を視察したところ、建設工事はほぼ終了しており、電気配線などの内装工事を残

すのみであることを確認した。LANシステムの配線などに関連した予算として230万バー

ツ確保されているとの説明があった。

②専門家の執務スペース

　専門家の執務室が現在に比して多少減少することから、先方に対して申し入れたとこ

ろ、当初予定されていた場所より広いスペースを確保できる階をもってあてることを約束

した。

５）合同調整委員会（議長：ピパット局長、調査団：オブザーバー参加）

①タイカウンターパートが、1997年度のプロジェクトの進捗状況の説明を行い、関係機関

の了承を得た。

②局長からは、IPICプロジェクトの成果を生かし、来年の連携セミナーにおいて広く

ASEAN諸国に対してリーダーシップを発揮しASEAN全体における工業所有権制度の情

報化を促進して行きたいとの表明があった。

５－３　団長所見

(1) 総論

　IPICプロジェクトは、1995年７月より開始され、2000年６月までの５年間を協力期間とし

て予定しているが、協力開始より既に３年が経過しており、今般の巡回指導調査では、中間評

価を行いその結果を残りの２年間の協力計画の一部の見直しを行うもの。あわせて、来年１月
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に予定されているプロジェクト連携セミナー開催に関する協議を行った。10月より検索シス

テムを含むインターネットの情報公開が始まっており、サービス開始後２週間程度しか経過し

ていないにもかかわらず、外部から1300件以上のアクセス実績が上がっている。これら工業

所有権に連携した情報システムがDIP内部での活用されるとともに、更には外部からの期待

に応えるものであることは明らかである。我が国の工業所有権に関連したプロジェクト方式技

術協力はタイが初めてのケースであるが、現在までの協力の経験と実績を如何に、今後予定さ

れるフィリピン、ヴィエトナムに対する協力に生かして行くかを真摯に検討することが必要で

あると思慮される。今般の中間評価の総合的な結果は、比較的良好なものであると判断される

ことから、①今後の２年間の残された協力期間をタイに続く次への協力のよきモデルケースと

して生かせるようプロジェクト関係者の更なる努力に期待したい。さらに、②来年１月に予定

されている連携セミナーの参加各国の関係機関相互において、IPICプロジェクトで得られた

成果を情報交換・共有化することを期待したい。

(2) 各論

１）産業構造調整事業における位置づけの明確化及び関連予算の確保について

　タイ国における経済の状況下において、DIP関連予算はやや異例的な措置として、30％増

予算が組まれている。しかしながら、導入された機材の維持管理経費を合わせて考慮すると

ローカルコストの調達は困難な状況にあることは変わりはない。本年度の補正予算による

データ入力の関連予算は大変効果的な結果を生んでおり、また作業についてもおおむね80

％が既に終了しておりタイ側からは我が国の追加的措置に関して高い評価を得た。

　情報化技術の進歩の速度とこれらに関連した機材のアップグレード問題は、大きな問題と

なることが多い。IPIC事業に関してもこれら問題は近い将来確実に発生するものと考えら

れる。基本的にはローカルコストで対応すべき問題であるとの認識であるが、これら問題及

び対応予算の確保に関しては更なる努力が必要であると考えられる。

　一方でタイにおいては工業部門の国際競争力の強化を目的として産業構造調整事業が閣議

承認されており、本年10月よりはその実施を着実に進めるための約1.2億ドルの予算が準

備されている。来年３月までの当面の半年間についての優先プロジェクトとして25プロジェ

クトが既に決められているが、工業所有権関連事業は残念ながら登録されていない。

　11月をめどに、産業構造調整委員会では来年の３月以降2000年９月までの優先事業を40

プロジェクト選定しそれらに対し必要な予算を確保する予定である。

　工業所有権関連事業に関しても産業構造調整事業の目的である産業競争力強化に大きな役

割を果たすことから、工業所有権関連事業についても優先プロジェクトとしての位置づけを

得ることができれば、それに関連した予算の調達が可能となる。仮にそれらの予算確保が可
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能となれば、当該協力の成果を生かしタイDIPの更なる強化が可能と思慮される。

　当方より、サンチ副局長及びピパット局長に対し構造調整事業のキーパーソンである産業

構造調整小委員会長であるソンポップ氏（工業相顧問）に対しコンタクトを取り、事業の登

録及び予算の確保の努力を促したところ早急に検討を行いたい旨回答があったことより、今

後これら取り組みに大きく期待したい。

２）局長よりの要請について

　ピパット局長より以下のような強い要請があった。

①タイへの先行的な我が国の協力を完成させ、さらには今回のプロジェクト連携セミナーの

ようにタイDIPがリーダー的な役割を果たしたい。

②今般の協力をASEAN工業所有権協力の一つのモデルケースとして生かしてほしい。具体

的にはフェーズⅡとしていくつかの残された課題を解決するため継続的なプロジェクトタ

イプ技術協力の要請を今後検討したい。

　新たな要請にはただちに答えることは困難であると考えられるが、今後、我が国からの協力

実績が目に見える形で上がってきたこと及びそれらを生かしたASEANでの南南協力の拠点整

備としてとらえソフト型の広域プロジェクト方式技術協力としてのフェーズ Ⅱ協力の可能性を

検討してみる価値はあると考慮される。
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